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る計画の成果を評価するため、別添７の様式13の２を届け出ること。

(２) １の(７)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよ

く、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。

第26の２ 後発医薬品使用体制加算

１ 後発医薬品使用体制加算の施設基準

(１) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・

評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されてい

ること。

有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情

報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されているこ

と。

(２) 当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のうち、後発医薬品の採用品目数の

割合が、後発医薬品使用体制加算１にあっては30％以上、後発医薬品使用体制加算２にあっ

ては20％以上30％未満であること。なお、採用品目数とは、当該保険医療機関において使用

することを決定し、購入又は備蓄している医薬品の薬価基準上の品目数をいう。

なお、後発医薬品の採用品目数の割合を計算するに当たっては、「「診療報酬において加

算等の算定対象となる後発医薬品」について」（平成24年３月５日保医発0305第14号）を参

照すること。

(３) 入院及び外来において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでい

る旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している

こと。

(４) ＤＰＣ対象病棟に入院している患者については、後発医薬品使用体制加算の対象から除外

すること。

２ 届出に関する事項

後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式40の３を用いること。なお、

当該加算の届出については実績を要しない。

第26の３ 病棟薬剤業務実施加算

１ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準

(１) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、２人以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の

実施に必要な体制がとられていること。

(２) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟（区分番号「Ａ１０

６」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うもの

に限る。）を算定する病棟を除く。）に配置されていること。ただし、この場合において、

複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。

病棟の概念及び１病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添２の第２の１及び２

によるものであること。

なお、病棟には手術室及び治療室は含まれないものであるが、手術室及び治療室において
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も、病棟薬剤業務の実施に努めること。また、特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単

位で行うものに限る。）を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実施に努めること。

(３) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近１か月の実施時

間が合算して１週間につき20時間相当に満たない病棟（区分番号「Ａ１０６」障害者施設等

入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算定

する病棟を除く。）があってはならないこと。

(４) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれな

いものであること。

(５) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下「医薬品情報管理室」という。）

を有し、常勤の薬剤師が１人以上配置されていること。

(６) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報を積極

的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、

有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知して

いること。

ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況（使用患者数、使用量、投与日

数等を含む。）

イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用、ヒヤリハット、インシデント

等の情報

ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外

部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報

（後発医薬品に関するこれらの情報も含む。）

(７) 医薬品安全性情報等（(６)アからウまでに掲げるものをいう。以下同じ。）のうち、迅速

な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録

等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者（入院中の患者以外の患者

を含む。）を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有している

こと。

(８) 病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各

病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必

要な情報が提供されていること。

(９) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい

る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。

(10) 上記（６）から（９）までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重

要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する

周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書

（医薬品業務手順書）」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。

(11) 病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制につ

いては、第１の１の(５)と同様であること。

(12) 区分番号「Ｂ００８」薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。

(13) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。
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２ 届出に関する事項

(１) 病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式40の４を用いること。また、

毎年７月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の

成果を評価するため、別添７の様式13の２により届け出ること。

(２) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、

専任・非専任の別）及び勤務時間を別添７の様式20を用いて提出すること。

(３) 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のい

ずれに従事しているかを（兼務の場合はその旨を）備考欄に記載する。

(４) 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。

第26の４ データ提出加算

１ データ提出加算の施設基準

(１) 区分番号「Ａ１００」一般病棟入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限

る。）、「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料（７対１一般病棟入院基本料及び10対１一般

病棟入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０５」専門病院入院基本料（７対１入院基本料

及び10対１入院基本料に限る。）のいずれかを算定している保険医療機関であること。

(２) 区分番号「Ａ２０７」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であるこ

と。なお、ＤＰＣ対象病院以外の病院にあっては、同等の診療録管理体制を有しており、当

該基準を満たすべく計画を策定している保険医療機関でも差し支えない。

(３) 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め、厚生労働省が毎年実施す

る「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査（特別調査を含む。）」に適切に参加できる体制を有

すること。また、調査事務局と常時連絡可能な担当者を２名指定すること。

(４) 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年２回以上当該委員会を開催すること。

「適切なコーディングに関する委員会」とは、標準的な診断及び治療方法について院内で

周知を徹底し、適切なコーディング（適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定

をいう。）を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関す

る責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録

情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構

成員とする委員会のことをいう。

なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等が適切なコーディングに関する委

員会の要件を満たしている場合には、当該委員会を適切なコーディングに関する委員会と見

なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を

明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年２回以上、委員会を開催しなけれ

ばならない。

２ データ提出に関する事項

(１) 診療報酬改定後に当該改定に対応したＤＰＣフォーマットデータの提出を行う時期は同年

の７月以降とする（具体的なデータの提出手順及び期限等については調査実施説明資料を参

照すること。）。ただし、平成24年度改定後における外来診療データの提出については同年

10月以降とするため留意すること。



様式４０の４ 
 

病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出書添付書類 
 
１ 病棟薬剤業務の実施体制  

病棟名 当該病棟で算定している入院基本料 専任薬剤師の氏名 
   
   
   
   

 
２ 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況、副作用等の情報を把握

し、収集した情報を関係する医療従事者に速やかに提供する方法  
  

 
３ 医薬品情報管理室の薬剤師と病棟薬剤業務を行う薬剤師の情報共有の方法  
  

 
４ 医薬品情報管理室で管理している情報を医療従事者が容易に入手する方法  
  

 
５ 迅速に適切な措置を講じることができる体制の概要  
  

 
 ［記載上の注意］ 

１ 「１」については、入院基本料（障害者施設等入院基本料を除く。）を算定し
ているすべての病棟の名称、算定している入院基本料及び専任の薬剤師の氏名
（複数の場合は全ての氏名）を記載すること。 

２ 別添７の様式20により当該保険医療機関に勤務する全ての薬剤師の名簿を併
せて提出すること。なお、その場合には、医薬品情報管理室に配置されている常
勤の薬剤師であることがわかるように備考欄に記載するとともに、その他の薬剤
師についても、病棟薬剤業務（当該薬剤師が病棟専任の場合は、当該病棟名を含
む。）、調剤、医薬品情報管理又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事し
ているかを（兼務の場合はその旨を）備考欄に記載すること。 

３ 「２」については、医薬品ごとの使用患者数、使用量、投与日数等の情報の把
握方法及び発生した医薬品の副作用等の情報を積極的に収集するための体制に
ついて、具体的に記載するとともに、医薬品情報管理室から医療従事者に提供し
た情報の例を添付すること。 

４ 「３」については、共有する情報の内容及び情報共有の頻度についても記載す
ること。 

５ 「４」については、データベースの概要等、医療従事者が情報を容易に入手で
きることが分かる資料を添付すること。 

６ 「５」については、重大な副作用等の情報を得た際に迅速な措置を講じるため
の組織の体制及び情報伝達の流れが分かる資料を添付すること。 

７ 上記「２」から「５」に係る業務手順書を添付すること。 
８ 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を添付すること。 
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評価を行うこと。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸器

の管理や呼吸ケア等の指導を行うこと。

(５) 呼吸ケアチームは当該患者の診療を担う保険医、看護師等と十分に連携を図ること。

Ａ２４３ 後発医薬品使用体制加算

(１) 後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集

・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療

機関を評価したものである。

(２) 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のう

ち、後発医薬品の採用品目数の割合が20％以上又は30％以上であるとともに、入院及び外

来において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を積極的に行っている旨を当該保険

医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療機関に入院している患者について、入院

期間中１回に限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第２部通則５

に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(３) 後発医薬品使用体制加算の算定対象患者は、ＤＰＣ対象病棟に入院している患者を除く

ものであること。

Ａ２４４ 病棟薬剤業務実施加算

(１) 当該保険医療機関の病棟において、薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効

性、安全性の向上に資する業務（以下「病棟薬剤業務」という。）を実施していることを

評価したものであり、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を１病棟１週間につき20時間相当

以上（複数の薬剤師が一の病棟において実施する場合には、当該薬剤師が実施に要した時

間を全て合算して得た時間が20時間相当以上）実施している場合に、週１回に限り加算す

る。ただし、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料（精

神病棟に限る。）を算定している患者については、入院した日から起算して４週を限度と

して加算できる。なお、ここでいう入院した日とは、第２部通則５に規定する起算日のこ

とをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。

(２) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。

ア 過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該保険

医療機関及び可能な限り他の保険医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を

把握すること。

イ 医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）によるなど、インターネットを

通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情

報の収集を行うとともに、重要な医薬品情報については、医療従事者へ周知しているこ

と。

ウ 当該保険医療機関において投薬される医薬品について、以下の情報を知ったときは、

速やかに当該患者の診療を担当する医師に対し、当該情報を文書により提供すること。

ⅰ 医薬品緊急安全性情報

ⅱ 医薬品・医療機器等安全性情報

エ 入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等

に提案するとともに、その書面の写しを診療録に添付すること。

オ 当該病棟に入院している患者に対し２種以上（注射薬及び内用薬を各１種以上含
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む。）の薬剤が同時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与

する場合等を除き、投与前に、注射薬と内用薬との間の相互作用の有無等の確認を行う

こと。

カ 患者又はその家族に対し、治療方針に係る説明を行う中で、特に安全管理が必要な医

薬品等の説明を投与前に行う必要がある場合には、病棟専任の薬剤師がこれを行うこと。

なお、ここでいう特に安全管理が必要な医薬品とは、薬剤管理指導料の対象患者に規定

する医薬品のことをいう。

キ 流量又は投与量の計算等が必要な特に安全管理が必要な医薬品等の投与にあたっては、

治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与前に病棟専任の薬剤

師が当該計算等を実施すること。

ク アからキまでに掲げる業務のほか、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の

推進について」（平成22年４月30日医政発0430第１号）の記の２の（１）（③、⑥及び

⑧を除く。）に掲げる業務についても、可能な限り実施するよう努めること。

(３) 病棟薬剤業務の実施にあたっては、次の点に留意すること。

ア 医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製など、病棟薬剤業務の内容によっては、必ず

しも病棟において実施されるものではないものであること。

イ 病棟専任の薬剤師は、別紙様式30又はこれに準じた当該病棟に係る病棟薬剤業務日誌

を作成・管理し、記入の日から５年間保存しておくこと。また、患者の薬物療法に直接

的に関わる業務については、可能な限り、その実施内容を診療録にも記録すること。

ウ 病棟薬剤業務実施加算は、特定入院料に含まれるものであるので、これに係る病棟又

は治療室においても病棟薬剤業務を実施するよう努めること。

Ａ２４５ データ提出加算

(１) 当該加算は、急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するため、

診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等について、厚生労働省が実施する

「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」に準拠したＤＰＣフォーマットデータが正確に作成

及び継続して提出されることを評価したものである。

提出されたデータについては、厚生労働省に帰属し、個別患者を特定できないように集

計した後、医療機関毎に公開されるものである。また、急性期入院医療を担う医療機関の

機能や役割を適切に分析・評価するため、中央社会保険医療協議会の要請により適宜活用

されるものである。

(２) 当該加算は、データ提出の実績が認められた病院において、ＤＰＣフォーマットのデー

タ作成対象病棟（以下この項目において「対象病棟」という。）に入院している患者につ

いて、入院中に１回に限り算定する。算定は原則として退院時とする。ただし、対象病棟

から当該病棟以外の病棟に転棟する場合にあっても、転棟時に算定することができる。な

お、ここでいう入院中とは第２部通則５に規定する入院期間中の入院（以下同じ。）のこ

とをいい、入院期間が通算される再入院の場合には算定できない。

(３) ＤＰＣ対象病院において、入院中に診断群分類点数表による支払を受けたことのある患

者については、機能評価係数Ⅰで評価されているため当該加算は別途算定できない。

(４) データの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認められた場合は、当

該月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、調査実施説明資料



（別紙様式３０） 

病棟薬剤業務日誌 

 

平成   年   月   日              病棟名：              

病棟専任の薬剤師名：        

 

１ この病棟におけるこの日の病棟薬剤業務の実施時間       

 

 

 

２ 業務時間・業務内容・実施薬剤師名 

業務時間 業務内容 実施 

薬剤師名 

業務時間 業務内容 実施 

薬剤師名 時間帯 小計 時間帯 小計 

        

        

        

        

※ 実施した業務の内容を次の業務の番号から選択して「業務内容」欄へ記入するとともに、当該業

務の実施に要した時間を「業務時間」欄へ、実施した薬剤師の氏名を「実施薬剤師名」欄へ記入す

ること。業務の内容について⑦を選択した場合には、その内容を具体的に記載すること。 

① 医薬品の投薬・注射状況の把握 

② 医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需 

③ 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案 

④ ２種以上の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認 

⑤ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明 

⑥ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施 

⑦ その他（業務内容を具体的に記入すること。） 

※ 当該病棟以外の場所で実施した病棟薬剤業務についても、実施場所とともに記載すること。 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

       

時間  

sugata
長方形
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